
　平成20年6月に、当社は厚生労働省所管の財団法人21世紀職業財団茨城事務所長より「職場風土改革促進事業実施事業主」として指定をうけました。そして「職業家庭両立推進者」を選任し、「次世代育成支援対策推進法」に基づいて「一般事業主行動計画」を策定し、茨城労働局に届出をいたし、職場風土改革を進めてまいりました。

３年目の展開 といたしましては、
　昨今の厳しい経済情勢を見据え、今後は勤務形態の多様化や作業効率の向上など、企業としてのあり方を再考する必要があることを感じております。

　仕事と家庭の調和、すなわちワーク・ライフ・バランスの推進は、これからの時代を生き抜くための必須項目の１つであると考えております。 

　これからも職場風土改革の促進に取り組み、 社員一人ひとりの仕事と家庭と両立支援するための環境整備を図っていくとともに、更なる職場風土改革に取り組んでまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成２２年９月２１日

水戸ヤクルト販売株式会社
代表取締役社長　内藤  学
今後の取組みについて次ページへ

一般事業主行動計画書 ＮＯ2  〈水戸ヤクルト販売株式会社行動計画〉

　職場の風土を改革し、従業員が仕事と子育てを両立しながら、その能力を十分に発揮できるような柔軟な勤務時間の設定および休暇制度の充実をはかるため、次のような行動計画を策定する。
１．計画期間　　　平成22年9月1日から平成24年8月31日までの2年間
２．内容
   【勤務時間等の雇用管理の社員がもっと子育てにかかわることができるよう、社員全体を含めた働き方の見直し】
	 目標１　毎月「ノー残業デー」として指定日3日間（木曜日）を設定


    ＜対策＞

毎月初に総務課において「ノー残業デー」を定めスケジュールボード、イントラネット、掲示板にて表示し周知を行い実施する。掲示

〈目標を達成するための方策と実施時期〉

平成22年9月～平成24年8月

定着を図るため、ノー残業デー当日の朝礼にて周知をし、午後5時15分に社内放送にて業務の終了を促す。
	目標2  計画期間内に育児休暇等の取得状況を次の水準以上にする。


 ・男性社員　次の①～③のうちいずれかを達成する。 

　①育児休暇を1名以上利用する 

　②1歳を超える子の看護休暇を1名以上利用する 

　③小学校就学始期に達するまでの子のための短時間勤務制度を1名以上利用する 

・女性社員　育児休業の取得率を90％以上とする 

<対策>育児休業などの各種制度の社内周知を徹底し、希望する労働者が休暇取得しやすい環境を整備する 
〈目標を達成するための方策と実施時期〉

　　　　　平成22年　12月　　　休業取得者に対する相談窓口の充実

　　　　　平成23年1月～8月　育児休業制度の管理職に対する研修の実施及び社内周知を行う
職場風土改革推進事業３年目を迎え








